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INFORMATION～まちからのお知らせ～

厚生労働省福島労働局委託事業「福島雇用促進支援事業」
福島広域雇用促進支援協議会からのお知らせ

建設機械等運転技能講習【個人申込】　受講料・テキスト代無料

　掲載内容以外にも他の会場や日程もあります。お申込締切後、当該事業の主旨に基づき厳正に選考し、選

考結果は電話にてご連絡します。

●車両系建設機械運転技能講習（整地・運搬・積込み用及び掘削用）（定員　10人）

　�　お申込みの際は、必ず本人確認書類【自動車運転免許証のコピー】お持ちでない方は

【住民票（マイナンバーの記載なし）の写し】を添付してください。

　【いわき会場】日時：11月１日（水）～11月５日（日）午前８時30分～午後６時30分　　

　　　　　　　�場所：南湖建設機械講習所（いわき市小名浜）　締切：10月18日（水）　

●フォークリフト運転技能講習（定員　10人）

　�　お申込みの際は、必ず本人確認書類【自動車運転免許証のコピー】を添付してお申込

ください。

　【いわき会場】日時：11月22日（水）～11月25日（土）午前８時30分～午後６時30分　

　　　　　　　�場所：南湖建設機械講習所（いわき市小名浜）　�締切：11月12日（日）���

職場体験実習“大人のインターンシップ”参加者大募集!!【個人申込】
　働きたいけどブランクがあって不安、違う職種に挑戦してみたいけど自分に合うかわからない…。そんな

方、必見!!　

　県内約370社の登録事業所の中から興味のあるお仕事を体験していただけるチャンスです。求人票だけで

はわからない部分も自分で見て、聞いて、触れて納得。不安解消のヒントがここにあります！ぜひお気軽に

お問合せください。※お申し込み随時受付中！　

●実習期間　１～３日（見学だけでもＯＫ）

●実習時間　実習先の所定労働時間内（８時間以内）　　

●実習内容　実習先の事業所が営む業務の体験　　　●実習先　職場体験実習登録事業所　　　　

就職相談開催！
　就職活動についての悩みや不安を相談してみませんか？ひとりで悩まず、ぜひこの機会にご相談ください。

●日程：10月18日（水）お一人20分程度　【予約制】※詳しくはお問い合わせください。　　　

●会場：広野町公民館　１階　　　●申込締切：10月17日（火）　

共通事項
※�当協議会の各種セミナー、講習会へご参加いただいた方(雇用保険受給者)で、証明書が必要な方へ参加証

明書を発行します。

※申込者多数の場合は、早めに受付を締め切る場合があります。

※詳しくは、チラシまたはホームページをご覧ください。

●申込方法　　　　　　　　　　　

　申込書設置場所　広野町役場、広野町商工会、各ハローワーク、双葉町窓口（双葉町役場いわき事務所２Ｆ）

　お　申　込　み　双葉窓口に持参、ファックス、郵送、ホームページ

 問�福島広域雇用促進支援協議会　双葉町窓口

　　（いわき市東田町二丁目19-4双葉町役場いわき事務所�産業建設課内）

　��☎0246-84-6285　0246-84-6286

　��ホームページ��働きたいネット��検索� � 　　　　　　　　　��はたラッコ

秋の行政相談所を開設

　10月16日（月）から22日（日）までは「秋の行政

相談週間」です。行政相談は、役所（国、県および

市町村）や特殊法人などの仕事に関して、苦情や困っ

ていること、心配なこと、分からないこと、要望し

たいことなどについて相談に応じ、その解決の手伝

いをするものです。

　広野町では、行政相談委員が自宅などで相談に応

じるほか、次の日程で「行政相談所」を開催します。

広野町担当行政相談委員　金子　晴美

　☎090-5186-4965

●日　時　　�平成29年10月19日（木）

　　　　　　午前10時～午後３時

●場　所　　広野町公民館１階　研修室

 問�総務課　庶務係　☎0240-27-2111

　広野町担当行政相談委員

　　　　金子�晴美さん

認知症カフェ「みかんカフェ」の開催について

　認知症を持つ方やそのご家族、知識を深めたい方

や町民の交流の場として、勉強会を兼ねたカフェを

開催します。お気軽にご参加ください。

●主　催　　広野町地域包括支援センター

●日　時　　�平成29年11月５日（日）午前10時～正

午（毎月第１日曜日開催）

●会　場　　デイサービスセンター広桜荘

●内　容　　�認知症に関する相談会、勉強会、茶話

会など

●参加費　　無料

●申込み　　�原則、事前申込み制となりますので、

下記の問い合わせ先までご連絡くださ

い。

 問�広野町地域包括支援センター　☎0240-27-1885

　　健康福祉課　　　　　　　　　☎0240-27-2113

高齢者インフルエンザ予防接種について

１　対�象�者

　　①65歳以上の方

　　②�60歳以上65歳未満の方であって、心臓、じん

臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全

ウィルスにより免疫の機能に障害を有する方

（�②の対象になる方は事前に広野町保健セン

ターにご連絡ください）

２　実施期間　　�平成29年10月16日～12月28日まで

　　（�医療機関により休診日が異なりますので事前

にご確認ください）

３　実施医療機関　　福島県内の登録医療機関

　　①�接種を希望する医療機関へお問い合わせくだ

さい。

　　②�県外での接種を希望される方は事前に広野町

保健センターまでご連絡ください。

４　自己負担額　　�1,000円�

　　�※今年度から、自己負担が発生します�

５　接種方法

　　①�問診票を事前に広野町保健センターまたは役

場健康福祉課でお受け取りください。（平日

の午前８時30分から午後５時15分まで受付し

ています。）ただし、町内の医療機関で接種

を希望される場合は、問診票が医療機関に置

いてあります。

　　②�接種を希望する医療機関に予約を入れてくだ

さい。

　　③�受診の際は保険証および健康手帳をご持参く

ださい。

６　そ�の�他

　　�医師の診察の結果によっては、当日接種を受け

ることができない場合があります。

 問�広野町保健センター　☎0240-27-3040


